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偽造キャッシュカード対策に向けた取り組みについて 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

①ＩＣカードの発行手数料を邦銀で初めて無料化いたします（期間限定） 

「オールワンＩＣカード利用手数料」について、平成１７年３月１日～６月３０日までに「オー
ルワンＩＣカード」をお申込みいただいた方につき、お申込時の手数料２,１００円を無料とさ
せていただきます。これにより、クレジット一体型カード以外では邦銀では初めて無料でＩＣカ

ードを発行させていただくこととなります。また同時に、「オールワンＩＣカード」の申込み方
法を、現在の当行ホームページからの受付に加え、窓口での取扱いを開始いたします。 

 

②国内で随一のＩＣカード対応ＡＴＭ台数をさらに拡大します 
 当行のＩＣカード対応ＡＴＭは、各有人店舗に１台以上、平成１６年１２月現在で約２,７００台
設置されており、国内随一の規模を誇っています。今後も、平成１７年３月には約３，９００台、

平成１７年９月には約４，７００台まで増設する計画であり、これにより当行ＡＴＭの約８割が
ＩＣカード対応となる予定です。 

 

③「キャッシュカードの１日あたりＡＴＭ利用限度額変更サービス」を開始します 
平成１７年６月までに、すべてのキャッシュカードについて、１日あたりのＡＴＭ利用限度額を
お客さまの希望する金額に設定できるサービスを開始いたします。 

また、セキュリティ強化の観点から、ＡＴＭでの１日あたりの出金可能額の上限を現在の３００
万円から２００万円に引下げいたします。 

 
④キャッシュカードの偽造被害の補償に真摯に対応いたします 
犯人が検挙され偽造の手口が解明されたことなどにより、お客さまに責任を求める理由がないこ
とを確認できた場合、被害の補償を真摯に検討させて頂きます。また、保険付き預金商品につい

ても今後検討してまいります 
 
その他キャッシュカードのセキュリティ強化対策として、今後「ＩＣカード対象預金口座種類の拡

大」「携帯電話へのキャッシュカード機能搭載」「生体認証（バイオメトリクス）機能の導入」「不正
利用検知機能の導入」「ＡＴＭコーナーでの覗き見防止ミラーの設置」などについて、早期具体化に
向け引続き検討してまいります。 

 
以 上 

 

     

株式会社ＵＦＪ銀行は、偽造キャッシュカード犯罪の防止策として、従来より「オールワン
ＩＣカード利用限度額サービス（ご参考①）」をはじめとした各種対策（ご参考②）を行ってま
いりました。 
昨今の偽造キャッシュカード犯罪に関する事件や報道を踏まえ、今回下記の対策を新たに実

施いたします。また今後も、お客さまにキャッシュカードを安全にご利用いただけるよう、さ
らなるセキュリティ強化策の導入に向けて取り組んでまいります。 



 
 

ご参考①～「オールワンＩＣカード利用限度額サービス」について 
 
平成１６年１１月より、新型口座「オールワン」をお申込みいただいた方（または既にお申込みいた

だいている方）を対象に、当行ホームページからの申込書請求方式にて本サービスを開始しております。 
 

【サービス概要】 

「オールワンＩＣカード」は、安全性と利便性の観点から、ＩＣチップを使用するお取引きと磁気ス
トライプを使用するお取引きの両方が可能となっております。 

 

Ａ）当行が既に約２，７００台設置しているＩＣカード対応ＡＴＭで利用する際は、ＩＣチップ部分
を使用した安全な取引を行うため、利用限度額の設定なく通常の取引が可能 

Ｂ）上記以外のＡＴＭ（当行ＩＣカード未対応ＡＴＭ、他行・コンビニＡＴＭ等）では、磁気ストラ

イプ部分を使用した取引となるため、スキミング対策として磁気取引に関し1日あたりのＡＴＭ
利用限度額の任意設定が可能 

 ※例えば、利用限度額を「０円」に設定しますと当行ＩＣカード未対応ＡＴＭや他行ＡＴＭでのお取引きはできな 

くなります（＝当行ＩＣ対応ＡＴＭのみに取引を限定）が、キャッシュカードの磁気部分を偽造した不正取引の 

被害を防止することができます 

※５年毎のカード更新時に「ＩＣカード更新再発行手数料１，０５０円（消費税等込）」が必要となります 

※本件の仕組みについては特許を出願中（平成１６年２月）です 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
ご参考②～現在までの取組状況 
 

（１）ＡＴＭでの暗証番号変更機能を開始（平成１５年１０月） 
（２）暗証番号の管理についての注意喚起 

・全国紙５紙に広告（平成１５年１１月） 

・メールマガジン、チラシ送付（平成１５年１１月） 

・ＨＰ、店頭ポスターによる啓発（平成１５年１２月） 

・小冊子｢ＵＦＪ銀行とことん利用術｣｢ＵＦＪ銀行ちょこっと便利帳｣に掲載し新規顧客等に配布（平成１５年１２月） 

・キャッシュカード送付時の台紙にて啓発（平成１６年１月） 

・ＡＴＭ画面での啓発（平成１６年３月） 

・ＡＴＭへのステッカー貼付け（平成１６年４月） 

（３）覗き見防止のため全店・全ＡＴＭについ立を設置済み（平成１６年１２月） 


